
1.分科会の検討課題
2.新型インフルエンザ発生時の社会情勢

3.指定(地方)公共機関について

4.特定機種対象者に関する検討の経緯

1社会機能維持と特定接種対象者の考え方

2.社会機能維持に必要な方策 (事業者ガイドライン、社会状況の把握等)

3.特定接種対象者に関する検討の進め方

1.関係者へのヒアリング (医療倫理専門家、社会機能維持に関わる事業者団体等)

2.指定(地方)公共機関の役割

3.特定接種対象者の要件 (業種・職種・条件等)

1.特定接種対象者の要件(業種・職種'条件等)と義務について

2.登録システムについて

3.関係者へのヒアリング

1.中間とりまとめ原案について

指定公共機関/特定接種対象者の要件等
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1.予防機種・特定機種

(1)住民に対する予防接種 (法第46条関係 )

① 集団的接種等の実施方法  ②優先接種対象者の考え方

(2)特定接種(法第28条関係)

① 集団的接種等の実施方法  ②具体的な登録方法

(0プレパンデミックワクチンについて
①備蓄株の選定 ②接種の時期

く4)ワクチンの臨床研究等

2.医療提供体制の確保

(1)発生時の医療提供体制の維持・確保〈法第47条関係)

② 臨時の医療施設の具体的内容及び手順(法第48条関係)

③ 医療関係者に対する要請・指示(法第31条・第02条・第63条関係)

①要請・指示の対象となる医療関係者 ②要請。指示の対象となる業務

K41抗インフルエンザウイルス薬等
①抗インフルエンザウイルス薬の備蓄
② 抗インフルエンザウイルス薬の予防投与
③ 流行期の処方薬の取扱い

3.その他

(1)水際対策

(2)サーベイランス

(3)社会的弱者への支援  など

③補償基準等

【新型インフルエンザとは】
●新型インフルエンザは、過去、およそ10年から40年周期で発生。

● ほとんどの人が免疫を持つていないため、世界的な大流行(バンデミック)となり、

大きな健康被書とこれに伴う社会的影響をもたらす。

【新型インフルエンザ発生時の被書想定】 過去の新型インフルエンザを参考とした一つの仮定
アジアインフルエンザ等並みの中専魔:致死率 053%(想 定)

スベインインフルエンザ並みの重度:致死率 2096(想定)

● 医療機関を受診する患者数 :   1,300万人～2,500万人
(全人口の25%が罹患すると想定し、米目疾綱予防管理センターの推計モデルを用いて推針)

● 入 院 患 者 数        :  53万 人(中等魔)～ 200万人l■度)

● 死 亡 者 数         :  17万 人(中等度)～  64万 人l■度)

● 欠勤率         :  最大40%程度 (地域差や薬態による差がある)

● 政府・民間の活動は、従業員欠勤等により、大幅な縮小を余儀なくされるおそれ

何らかの対策を講じなければ、公共サービスやライフラインの機能が低下し、

最低限の国民生活ですら維持できなくなるおそれがある

資料:「新型インフルエンザワクチン機種の進め方(第―次案)Jを書考に作成



◇強い病原性の新型インフルエンザが発生した場合の国民生活の維持レベルの認識を共有するために、「新
ヽ ヽ

区分 国内発生～まん延期に想定される状況 対策と目標

医療

‐ ビス

0-都の医療機関は、新型インフルエンザヘの彙務資
源の重点的投入のため、診療科目を限定

O爆発的に需要が増え、医療機関における業務資源
(医療従事者、医薬品、資署材、ベッド等)が不足する

O通常医療体制を維持

0新型インフルエンザ対応の体制を維持 (業務資源を集
中)

電気・水
道・ガス

O感染拡大防止の観点から、窓口業務やカスタマー
サービス業務を中断

O保守・運用の従業員不足により地域的・一時的に停
電等が生じるおそれ

O通常レベルの供給を維持 (保守・運用業務を維持する
が、その他業務は縮小,中 断)

公共交通
O従業員不足により、運行本数が減少
○外出自粛・通勤手段の変更により、公共交通機関ヘ

の需要が大幅減少

0需要に応じた運行水準の維持

通信

O外出自粛や在宅勤務体制への移行等により、電話・

インターネット等の通信需要が増加

0通信需要増に伴う一時的な通信速度の低下

O窓口業務、カスタマーサービスの中断

O通常機能を維持

O保守・運用業務の維持(その他の業務は縮小。中断)

O最小限の従業員による勤務体制の継続

金融

OATMへの現金流通が滞り、一時的にサービス中断 O決済、資金の円滑な供給(ATM機能の維持を含む)等

最低限必要な業務を経続

O最低限必要な業務以外の業務を縮小・中断

物 流 (貨物運

送、倉庫等)

O事業活動体止・稼働率低下により、物流量が減少

O中小事業者は休業する可能性

O従業員不足による集配の遅延、サービスの中断

O食料品・生活必需品供給、社会インフラ維持のための

物流を確保するため、業務資源を集中

食料品・生
活必需品

O市民の買い占めにより食料品・生活必需品が不足

O食料品等の製造・輸入量が減少

0社会的要請の高いものの生産に業務資源を集中

O国民の健康維持のための必要最低限の品目を確保

資料:「新型インフルエンザ発生時の社会経済状況の想定」(新型インフルエンザ対策ガイドライン(平成21年 2月 )r参考1」 )よリ

(参考)新型インフルエンザ等対策の基本方針

1.感染拡大を可能な限り抑制し、健康被害を最小限にとどめる。
2.社会日経済を破綻に至らせない。

⇒迅速な対策のための明確な体制を構築する。

<対策の効果 概念図>
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2∞9年の新型インフルエンザ(AIHl Nl)に よる年齢別死亡者数
(平成21年8月 15日 ～平成η年3月 25日 )

計ご∬∬∫♂∬ござ
資料:厚生労働省、「第1回 新型インフルル ザlAIHl Nl)対

策総括会議(2010年 3月 31日 )J、 資料1
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行政機関だけでは新型インフル■ンザ
等対策の的確な実施は困難

指定公共機関・指定地方公共機関とは

0指 定公共機関 (法第 2条第 6号 )

独立行政法人等の公共的機関及び医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、電気等の供給、輸送

その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるもの

O指 定地方公共機関 (法第 2条第 7号 )

都道府県の区域において医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、電気等の供給、輸送その他の

公益的事業を営む法人、地方道路会社等の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人のうち、
指定公共機関以外のもので、あらかじめ当該法人の意見を聴いて都道府県知事が指定 (※ )するもの

※ 災害対策基本法や国民保護法における指定手続との均衡も踏まえ、適正と認められる手続により

行うことを想定。また、指定に当たつては、法人に対し、指定地方公共機関の責務や業務計画の作

成等についての十分な説明を行い、当該法人の意見にも適切に配慮し、その役割についての理解を

十分に得ていただくことを想定。

O責 務 (法第 3条第 5項、 6項)

・新型インフルエンザ等が発生したときは、その業務について対策を実施する責務を有する。
・回、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等対策を実施
するに当たりヽ 相互に連携協力し、その的確かつ迅速な実施に万全を期きなければならない。



0 業務、義務等

【共通事項】
①業務計画の作成及び国〈都道府県)への報告、関係地方公共団体への通知、要旨の公表鮨第9条)

8議諄辱撰象謝嚢2雷管場曽露墓F籍点1箔竃壊糞轟雷雰力「梵嵐謝妻瞥織1塁議1鷲1堀警磋第Ю知
'

都道府 県対策本部長による総合調整、指示 (法第24条第1項、法第33条第2項)

※「総合調整Jと は、指定 (地方)公共機関の新型インフルエンザ等対策に関する業務が、その目的、手段、手続等の

見地から相互に調和して行われるように、助言、要請、勧告等により調整を行うもの。「指示」とは、方針、基

準、手続等を示して一定の行為を実施させるものであり、「総合調整」に基づく所要の措置が実施されない場合で

特に必要があるときに行う。

④日 (都道府県)に対し、労務、施設、設備、物資の確保について応援を求めることができる (法第27

条)

【個刑事項】
①独立行政法人 :都道府県、市町村から職員の派遣要請があつたときは、職員を派遣 帷第430
②以下の事業者は新型インフルエンザ等緊急事態において業務の適切な実施のため必要な措置
。医療機関・医薬品等製造販売業者等 :医療又は医薬品若しくは医療機器の製造若しくは販売の確保

(法第47条 )

※医薬品等販売業者は、国 (都道府県)の要請・指示に応 じ医薬品 。医療機器の配送 儀第斃条第2項、
3■D

・電気・ガス・水道事業者等 :電気・ガス・水の安定的かつ適切な供給 鮨第52条 )

・運送事業者 :旅客及び貨物の運送 儲第53条第1つ

※国 (都道府県)の要請 。指示に応じ緊急物資の運送 鉄第54条第1項、3項 )

。電気通信事業者 :通信の確保、緊急事態措置の実施に必要な通信の優先的取扱 餞第53条第2Q
・郵便・一般信書便事業者 :郵便及び信書使の確保 倍第53条第3項)

2

指定公共機関・指定地方公共機関の指定に当たつての考え方

新型インフルエンザ等の発生時に、その業務を通じて―定の公益的役割を果たしていただくという制

度の趣旨を踏まえ、①その去人が行う業務の公益性ヽ②国や都道府県が実施する新型イジフルエンザ等

して、

0 指定公共機関と指定地方公共機関との関係
・指定公共機関として指定を受けた法人を指定地方公共機関として指定することはできない。

O 事業者団体を指定することについて
・その事業者団体が担う業務・役割に応じ、事業者団体を指定することも可能と考えている。

O 放送事業者について
。指定公共機関については、現時点では、放送対彙地域の広城性等にかんがみ、日本放送協会を指定する
ことを考えており、民間放送事業者を指定することは考えていない旨、答弁したところ。

・新型インフルエンザ等対策特別措置法案の国会審議の際、衆議院内閣委員会及び参臓院内閣委員会にお
いて、「放送事業者である指定公共機関等が実施する新型インフルエンザ等対策については、放送の自

体を保障することにより、言綸その他表現の自由が確保されるよう特段の配慮を行うこと」との附帯決
議が付されている。新型インフルエンザ等対策の実施に当たり、放送事業者に対する報道の規制などが

行われることのないよう留意が必要。



(参考)指定公共機関と登録事業者の関係 (基本的なイメージ)

全事業者
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現行行動計口上の「社会機能の維持に関わる事業者J

指定 (地方)公共機関

‐  登録事業者は、新型インフルエンザ等が発生したときにおいても、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安
: 定に寄与する業務を継続的に実施するよう努めなければならない。

|【行動計画上の記載】
,  社会機能の維持に関わる事業者
[     医療関係者、公共サービス提供者、医薬品・食料品等の製造・販売事業者、運送事業者、報道機関等は、発生時においても最低限の国民

生活を維持する観点から、それぞれの社会的使命を果たすことができるよう、発生前から事業継続計画の策定や従業員への感染テ防策の実

施などの準備を積極的に

`子

うことが重要である(P12)

医療従事者や社会機能の維持に関わる者に対しては、事業の継続が社会的に求められているため、ワクチンの先行接種等の支援を

`テ

う。 (P24)

他制度において指定公共機 調に指定されている事業者
言字i国 民保護湾0みの指定公共掛関_時 対策基準溝0●0指定公未機関 黒字 :両法共通 (平成24年 3月 24日 現在)
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指定公共機関は、新型インフルエンザ等が発生したときは、法で定めるところにより、その業務について、新型イン

フルエンザ等対策を実施する責務を有する。(災害対策基本法、国民保護法においても類似の制度がある。)

国が指定公共機関を、都道府県知事が指定地方公共機関を指定し、業務計画(新型インフルエンザ対策において

は、事業継続計画に相当すると考えられる。)作成義務等を課す一方、行政機関の長等に対し応援要請等ができる

こととしている。
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アンド・ コミュニケーシヨンズ

林筆 七日経ラジオ社

エス・ ティ・ テイ・ コミュニケーシ
ョンズ株式会社
KDDI株 式会社
ソフトバンクテレコム株式会社
株式会ILエス・ ティ ティ・ ドコモ

株式会社7-ル エフ ラジ十日本
lt工曇壮曰耀,シオtt

日本テレビな送縣 式会社
は式会社テレビ菫=姜式■■フ/7レビジョン
ド髯菫●テレビ

“

曰
株彙 ●■785'シオ &コミュニケーシヨ

|※この他、独立行取法人が指定されている。



年月 主体 計画しガイドライン 備考

2004年 8月 WHO 「バンデミック時のワクチン
と抗インフルエンザウイル
ス薬の使用に関するガイ
ドラインJ

ワクテンの優先接種グループの例としてresse雨 a:service

providers,induding heath care workers」 が例示されている。

20054「 12

月

新型インフルエンザ
及び鳥インフルエン

ザに関する目係省
庁対策会議

「新型インフルエンザ
対策行動計画」

「緊急的に、医療従事者及び社会機能維持者簿を対象にワクチン

接種場所に配分し、状況に応じ、接種を行う」と配載

2006年 6月

～2007年
3月

厚生労働省新型
インフルエンザ
専門家会議

「新型インフルエンザ

対策ガイドライン」

「緊急的に医療従事者及び社会機能維持者に対して接種するJとさ
れ、以下の者のうち、業務を経続するために最低限必要な職員、と
例示されている。

1)医療仕事者等、2)社会機能維持者等〈①治安維持、の イフラ
イン関係.OH又は地方公共団体の危機管理に携わる者、0日民
の最低限の生活維持のための情報提供に携わる者、⑤輸送)

2008年 5月 く感染症法の改正>
法改正の際の衆・参附帯決機において、「1目幽目聾週日國出団腱饉饉ヒ望』助週出墜型田ШttL螢重餞』豊

の機種の在り方について、早急に検討するJ必要がある旨が指摘される

2008年 9月 新型インフルエンザ
及び島インフルエン
ザに関する関係省
庁対策会議

「新型インフルエンザ
ワクチン機種の進め

方(第 1次案)」

「国民の生命と生活を守るために、感染リスクがありながらも社会

的責務、職務を果たすことが期待される者Jとして、先行的にワクチ
ンを接種すべき業種・職種について具体化した案が策定される

(今後、国民的議論を経て決定することとされる)

※具体的な対象者については後述する。

年 月 主体 計回・ガイドライン 備考

2009年 2月 新型インフル
エンザ及び
鳥インフルエ
ンザに関す
る関係省庁
対策会議

「新型インフルエンザ対策
行動計日(改定)」 、「新型イ
ンフルエンザ対策ガイドライ
ン(策定)」

行動計画上のワクチン接種の方針は2005年 12月 版と同様。
(ワクチンガイドラインは策定されていない)

2009年4月 く新型インフルエンザ(AIHl Nl)発生>
※予防接種法上で、病原性の弱い新型インフルエンザに対する枠組みがないため、法に基づかな
い、厚生労働省の事業として、国民に対する予防接種を実施.

→その後、予防接種法改正によつて「新臨時接種」の枠組みが明確化する。

2011年 9月 新型インフル
エンザ対策
閣僚会議

「新型インフルエンザ対策
行動計目〈改定)」

ワクチン機種の方針として「医療従事者及び社会機能の維
持に関わる者を対象に、く備書ワクチン※1の)接種を行う」と
記載。
また、ワクチンの接種が円滑に行われるよう
「国民的議腱薩踏まえ、接種対彙者や接租順位の在り方

等を明確にするとともに、

… …

、

…

について決定するJと記載

2012年 5月 く新型インフルエンザ等対贅特別措置法(平成24年5月 11日法●■01・B・)公布>
0ワクチンを国民に先行して接種す利墜重壺盟Lが法に位置づけられ、接ヨロ饉壼菫」L菫目色
担等が明確化された

※ただし、ワクチンの先行接種対像者や接種順位の在り方、については今後、特定機種の登録基準
〈対象の業種・職種、接種順位)の議論が必要となる。

※1「プレバンデミックワクチン」という記載を本資料内では「備蓄ワクチン」と表す



他方、全て国民は平等にその生命や権利を尊重されるべき.

また、ワクチン接種の順位は国民全てに関わるため、倫理面を含め、様々な意見。

今後、検討を進めるに当たっては、次の点に配慮。
・ 対象者の選定や順位の考え方等をできる限り明らかにする
。議論の透明性を確保する
・ 多様な関係者・関係機関を巻き込んだ国民的な議論を行う

資料:「新型インフルエンザワクチン機種の進め方(第一次案)Jを参考に作成

● 具体的には、状況に応じ、

① 水際対策により、できる限リウイルスの国内侵入の時期を遅らせる

② 国内で発生した場合、公衆衛生的介入(患者の早期発見・入院措置、外出・社会活動の

螂 、手洗い励行)により、感染拡大速度をできる限り抑制

③ 医療資源を総動員して診療、抗インフルエンザウイルス薬を効果的に投与

④ 医療従事者等への備蓄ワタチンの機種に加え、バンデミックワクチンの開発、

製造を急ぎ、全ての国民に接種

⑤ 事業継続計画の作成等を通じ、い に努力

⇒ ワクチン接種は、総合的な戦略の中の一つの方策

『新型インフルエンザワクチン接種の進め方(第一次案)Jを参考に作成

(医療従事者等への先行的な接種 )

○新型インフルエンザが発生した場合、 こ対して

は、

O対策の基本的目標を達成するためには、医療従事者に加え、数か月間機能停止することで国民

とが適当である。

※なお、ここで示す彙種・摯種に属している者すべてが接種対象になるというわけではなく、当骸■■・腱種の従事者の中喘 、上温

の目的に資する奥務や朧務に機わっている者に限られる。

【対策の目標】①感染拡大を可能な限り阻上し、健康被書を最小限にとどめること
②社会・経済を破綻に至らせないこと

● 新型インフルエンザIま未だ発生していないため、対策の有効性については、不確定要素が多い

(=1つの対策への偏重は、リスクが大きい)

呻複数の対策を総合的・効果的に組み合わせ、バランスの取れた戦略を目指す



0200群円 月「ワクチン接種の進め方 (第一次案)Jの対彙者
社会機能維持者として、「感染拡大防止・健康被害の最小化」及び「社会,経済機能の破掟防止」に資する業種・職種の従事者

を以下のように設定し、先行的に接種 (カテゴリーI→正■Ⅲの順)に機種することが検討されている。

【医療従事者・社会機能の維持に関わる者】

カテゴリー I:感染拡大防止・被害の最小イヒに資する彙種・職種

カテゴリーI:国民の生命・健康・安全。安心に関わる業種・職種

カテゴリーⅢ:国民の最低限の生活の維持に関わる業種。職種

0医学的ハイリスク者
0成人・若年者
0小児
0高齢者

〔3鰐β勒 〕

接

種
者
数

|′ t多■三

'う

~~ |

|ワクチン供給開始
|~~し~~

…
¬

|   :

‖弄百り=T=面
~~~1~~~~~~~~~

カテゴリー 考え方 業種・職種

: 感染拡大防止・被
害の最小化に資す
る業種・職種

発生時、直ちに感染拡大防止に従事する医療機関
や水際対策に関わる者、在外部人の帰目を含む国
際輸送に関わる者。

※感染リスクが高く、早期に接種する必要。

感染症指定医療機関、保健所 教ヽ急隊員・消
防職員(赦急業務等に関わる者).検疲所・入
曰管理局・税日 、在外公館職員、自衛隊・海
上保安官・警察職員(新型インフル土ンザ対策
に従事する者)、 停留施設(宿泊施設)、 国際
航空、空港管理、外航海週

E 新型インフルエン

ザ対策に関する意
思決定に携わる者

危機管理を含め、状況の変化に応じた適切な新型
インフルエンザ対策を講じるための意思決定に携わ
る者。

首相・閣僚等、国.地方自治体の新型インフル
エンザ対策の意思決定に関わる者等

国民の生命・健康
の維持に関わる業
種・職種

患者・障害者等のため、医療・介饉サービスを確保。
※ 感染拡大につれ、感染症指定医療機関以外の医療
機関も轟者を受け入れるようになるため、その従事者は
感染リスクカ塙い。

感染症指定病院等以外の医療従事者、福祉・
介菫従事者、医薬品・医療機器製造販売

国民の安全。安心
に関わる業種・職
種

国民の不安の増大や治安の悪化が懸念されるため、

国・自治体の基本的機能にカロえ、治安維持や報道
機関の機能を維持。

国会鵬員・地方議会議員、警察職員、報道機
関、通信事業、法曹関係者、嬌正職員等

皿 ライフライン維持に
関わる業種・職種

2か月にも及ぶ流行の波の期間中、国民の最低限
の生活を維持するため、公共サービスを始めとした
ライフラインの維持に関わる事業者等の機能を維持。

電気。原子力・ガス・石油、熱供給事集、水道
関連事業、邸便、航空、空港、水運.鉄道、道
路旅害・賞物運送、通路管理、倉庫.運輸附帯
サービス、食料品・生活必需品の製造・販売・

流通、金融、情報システム、火葬・埋葬、廃楽
物処理、国家,地方公務員(最低限の生活維
持に不可欠な事務事業に携わる者)

〔稔黎〕
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l 行機種することとなり、一般の住民への接種時期が遅れることになる。                        |

備蓄ワクチンの
有効性等

備蓄ワクチンの
接租

′くンデミックワクテン
の接租

圃 D

住民接種開始
(ハイリスク者等に順次機種)

予防接種については、政府対策本部長が、その実施の可否を検討することとし、以下のようになることが想定される。

〔登録事業者の従業員等に対する特定接種〕

感染症予防法に基づく厚生労働大臣の新型インフルエンザ発生の公表

→ 政府対策本部の設置
→ 政府対策本部において、ウイルスの亜型や病原性等の情報を踏まえ、速や力Ч

=実
施の可否を検討

→ 政府対策本部長が厚生労働大臣に実施の指示

→ 厚生労働大臣が、都道府県知事・市町村長に実施の指示(地方公務員)、 登録事業者等に対する接種

※備蓄ワクチンがある場合には、堅豊壺壺菫
=Ш

随二重襲措れることが想定される。

備蓄ワクチンの有

効性が低い場合、
機種しない可能性

(又は●8ワクチン、
′ヽンデミックワクテンとも

備蓄ワクチンの有
効性が高い場合
(1000万 人分)



特定接種 (登録事業者の従業員等が接種対象)登録事業者の登録基準は政府行動計画におL買胡示
※備蓄ワクチン又はバンデミックワクチン(備蓄ワクチンが有効でない場合)の接種。

・登録事業者(巨凛提供彙済又は国民生活・国民経済の安定
に書与する業務を佛 事業者で、厚生労働大臣の登録を受
けているもの)の従業員等に対する特定機種の実施

・対策に従事する日睾公務員に対する特定機種の実施

※登録事業者、都道府県、市町村は接種や登録に協力(※ )

卜≒旱辛書磐旱Ч
・酔 方嶽に対する

※ 登録事業者の選定・登録、接種場所(接種実施医療機関)の確保・委託事務、接種対象者(事業者)との連絡調整、ワクチンの流通
管理ほどについて、都道府県、市町村の協力を仰ぐことを想定。詳細については今後検討。

表 各日のパンデミックワクチン・プレバンデミックワクテン戦略の考え方【(HlNl)2009■生前】(1/2)

※厚生労働科学研究費檜助金疾綱・障害対策研究分野新型インフルエンザ等新興・再興感彙菫研究
「インフルゴ 及び近年壼行が同題となっている呼吸●感兼症の分析褻学研究(平成22年度総括・分担研究報告書)」よリ

1鵬 アメリカ が イギリス

綱Hj8■の開発等により、全国民のワクチン

を0ケ 月以内に製造する体網を
"11年

を目

爆に整備する。

ワタチン製造業者と0事前契約により、全国民

のワクチンを確保する。

ワタチン裏逮桑
=と

の事FIR"に より、全国民のワ

クチンを■保する.

プレバンデミックワタチンは、lLur・EⅢな婦
の必rtを有する人員を保薔することを目的と

した戦略日弔い蝋 &

パンデミックワタチンを対策の機軸としており、世

界に先駆けて事前購入喫
"を

菫立してい4(こ
のため、プレバンデミックフクチンを偏苦して,立

1セ考え呻嗜)

ル バンデミ・/クワクチンは窮気を性散させる可饉性のあ

る人、合併鷹のリスクのある人の入院や死亡などのリスク

自隆減するものとして位Eづけ。■在の備書はE察従事

者向け。

釣 3性 7m万人 詢1400万人 釣 |コ■万人

a00万 人分(人口の駒鶴

豪ア
'ュ

バント1ころ抗鷹の投与■節わ等0研究Iユリ、

■|`書への薔■,、[R十な

鶴害なし 331万人分(人口0約 5"

爆
薇
対
象
■

m● ●

社会●tt

請・　
ｕ

0壼
: 0

十分量のワタチンがあつた■頷■コなサービスの績持を担
う■,メタッフに対して適用.

口椰 術に口椰 奢■

地城の支授サービス掟事者肇
1

こtバンデミッタワタチン嗽 ●疵 1/p′くンバッ
タワタチンの●●着敏者については明養 れてtt

プレ′じデミックワク

テン●喘躙D嘲旧
接籠

"月
について明示されてし喩し、

WIDフ ェーズG繊庸で、英国内の発生を待たずに使用

十ヽ

使用の口には交菫免疫性やリスタと効果のパランス

の澪●が必
=

10
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ワタチン製造業者と
の事前契約により、
4000万人分 (人 口の
03%)の パンデミック
ワタチンを確保する。

ワクチンは樹インフルエンザウイル
ス案、社会的な距離とともに対策
の―部として活用される。(バンデ

ミックワクチンを確保する前の期間

は抗インフルエンザクイルス案の

使用温 念 )

人口の 60%分を強保する。

ワクチン製造業者との事前喫

約により、錮 民のワクチン

を確保する。

ワクチン製造織者2社 (CSK社 .

ノ′くルティス0と事前購入契約。
第二波が始

“

前に確保する。

バンデミッタフクチンの

開発に数ヶ月のタイム

ラグがあるため、プレパ

ンデミックフタチンを田

発、備蓄すれ

・ パンデミッタウイルスによる罹應
率と死亡率の減少(子助 及び
ノヾンデミック7ク チンのプライミ
ン効 果が期待される。

′

・ 全国民分のプレバンデミックワ

タチンを入手し、日防軍薬局が

備書する。

ブレパンデミッタIP略 は以 ト
の理由かち採用されていないと

考えられる.

―プレワクチンは晰栞コストと
実際に接徹する確率を比較す

ると:投資額が高く、リスク

が高い。長期保管による効果
の綸粧が行われていない.

約 0,“Ю77人 約 6gЮ 万人 約 800万人 約 8,200万 人

′ッ■ンテミックワク
チンのEE■

200万 人分
(113%)

186万 人分

(拘 0396D

000万人分
(100b)

儀書なし

接
種
対
彙
者

OF:
Xl:`●0'Ⅲやタアを

'9●
.

n■峰■を行う●7rど、ウイルス

^つ薔触が■:,さい姜●●

O“
(フェーズ3～ 5)

0燎 '

(フェーズ3以降)

社会機鮨織

請

その他

O棗
`

(フェーズ3～ 5)

・獣医師、薔殺業者、消毒業者、

―
…

□咀堡壺菫……

重症化リスクが高い者

※2:バンデミッ″ タチンの優先接

`対
象

乱 (フェーズ3ではバンデミッタワタチン

は存在しな0ため、プレバンデミッタワク

チンの接彗対象者と考えい る。)

プレバンデミックワク

チンの機ヨ時鵬

人への感 染が見られた

時掏 にバ ンデ ミックワタ

チンの入手前日t用可
亀

不明(バ ンデミックワタチン機種の

'状
と滉色 )

フェーズ 3以降の横 種可籠性

を示唆 。フェーズ4では医療

関係 者 に対し、優先機種を行

う可鮨は 、祗

表 各目のパン養 ックワクチン・プレバンデミックワクチン戦略の考え方【〈HlNl)2009■生前】(2/2)

※厚生労働科学研究費補助金疾病・障害対策研究分野新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究

「インフルエンザ及び近年流行が問題となっている呼吸尋感彙症の分析疫学研究(平成22年度総括・分担研究報告書)」 よリ

国家インフラ膳閻委員会(N:AC Nalonallnhstuttre AdMsory Cound:)に おいて、米国・国土安全保障省(DHS)の要請に

基づいて、米国の重要基幹産業に従事する全従業員のうち、ワクチンの優先接種対象となる従業員数について検討し、2∞7年

に報告書をとりまとめている。

重要基幹産業

銀行・金融 (Ban‖ ng&Fhancel

化学(ChemiCa)

商業(Commeda)

通信(Commu雨 Calions)

電気(E!ectncityl

緊急サービス(Emettency SeⅣ ice⇒

食料・農業(F∞d and Ag)

医療・保健(Hea‖hCarel

情報技術ぐnformauon Technology)

原子力(Nudea→

石油・ガス10n and Gas)

郵便・船舶(Posta:&Shippingl

輸送cransp。■前On)

水・排水water and、 Nbstep

区分 人敗

重要基幹産業に

従事する全従彙員敷
84,833,881

ワクチンの優先機種
対象となる従業員数

16,935,651

割合(%) 20%

(出典)"The Pお‖12a籠On Of Cttca:lnttsmcture for

a Pandemic Outbttakin the unktt states Working
Group'NalonallnfrastructureAdvisory Counc‖ ,

」anuary 16,2007
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新型インフルエンザワクチン接種の

進め方について(第 1次案)

<概 要>

※ 本案は、政府として明らかにする第1次案であり、今後、国民的議論を

経て決定していくものである。

平成20年 9月 18日

新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザ

に関する関係省庁対策会議

【新型インフルエンザとは】
● 新型インフルエンザは、過去、およそ10年から40年周期で発生。
● ほとんどの人が免疫を持つていないため、世界的な大流行(バンデミック)と

なり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらす。

【被害想定】
● 医療機関を受診する患者数 : 1,300～ 2,500万人
● 入院患者数 :53～ 200万人
● 死亡者数 : 17～ 64万人
● 欠勤率 :最大40%程度
● 政府・民間の活動は、従業員欠勤等により、大幅な縮小を余儀なくされる

おそれ

新型インフルエンザの被害と社会機能維持の必要性

何らかの対策を講じなければ、公共サービスやライフラインの機能が低下し、最

の国民生活ですら維持できなくな



|

【対策の目標】
① 感染拡大を可能な限り阻止し、健康被害を最小限にとどめること

② 社会・経済を破綻に至らせないこと

●具体的には、状況に応じ、
① 水際対策により、できる限リウイルスの国内侵入の時期を遅らせる

② 国内で発生した場合、公衆衛生的介入(患者の早期発見日入院措置、外出・社

会活動の自粛要請、手洗い励行)により、感染拡大速度をできる限り抑制

③ 医療資源を総動員して診療、抗インフルエンザウイルス薬を効果的に投与

④ 医療従事者等へのプレバンデミックワクチンの接種に加え、バンデミックワクチ

ンの開発、製造を急ぎ、全ての国民に接種

⑤ 事業継続計画の作成等を通じ、社会機能の維持に努力

⇒ ワクチン接種は、総合的な戦略の中の一つの方策

● 新型インフルエンザは未だ発生していないため、対策の有効性については、不確

定要素が多い (=1つの対策への偏重は、リスクが大きい)

⇒ 複数の対策を総合的口効果的に組み合わせ、バランスの取れた戦略を目指す

このため、その社会的使命や職責から新型インフルエンザの感染リスクを避けられない

者に対しては、ワクチンを先行的に接種することが必要。具体的には、

① 新型インフルエンザ発生前に事前接種すべき者を決める。

② 発生後にプレパンデミックワクチンを接種する者の範囲と進め方を定める。

※ プレバンデミックワクチンは既に一定量が備蓄されていることから、対象者に対し製剤化後

速やかに接種することが可能である。

③ バンデミックワクチンの接種者についても、順次検討を進める。

他方、全て国民は平等にその生命や権利を尊重されるべき。また、ワクチン接種の順位

は国民全てに関わるため、倫理面を含め、様々な意見。

今後、検討を進めるに当たつては、次の点に配慮。
口対象者の選定や順位の考え方等をできる限り明らかにする
・ 議論の透明性を確保する
・ 多様な関係者・関係機関を巻き込んだ国民的な議論を行う



の考え方 (1
ヽ
１

′

ワクチンは、感染リスクを考慮しつつ、「感染拡大防止・健康被害の最小化J及び「社会・経済機能

の破綻防止」に資する業種・職種の従事者に対し、先行的に接種 (カテゴリー I→ Ⅱ→Ⅲの順 )

【カテゴリー I】

■発生時に即時に第一線で対応する業種・職種
職
務
遂
行
時

の
感
染
リ
ス
ク
の
大
き
さ

感染拡大を可能な限り阻

止し、健康被害を最小限に

とどめる

①感染拡大防止・被害の最小化に資する業種・職種

【カテゴリーΠ】
■国民の生命・健康・安全・安心に関わる業種・職種

②新型インフルエンザ対策に関する意思決足に携わる者

社会・経済機能の破綻に

至らせない ヽ

③国民の生命・健康の維持に関わる業種・職種

l④ 国民の安全・安心に関わる業種・職種
ヽ

【カテゴリー皿】

k■ 国民の最低限の生活の維持に関わる業種・職種

ヽ
~6夢

″チ弄石寿断事こ蘭お葛業種:職種        | 5

先行接種の対象者と順位 (案 )の考え方 (2)

カテゴリー 考え方 業種・職種

I 感染拡大防
止・被害の最
小化に資する

業種・職種

発生時、直ちに感染拡大防止に従事する医
療機関や水際対策に関わる者、在外邦人の

帰国を含む国際輸送に関わる者。

※感染リスクが高く、早期に接種する必要。

感染症指定医療機関、保健所、救急隊員・消防職員

(救急業務等に関わる者)、 検疫所・入国管理局・税
関 、在外公館職員、自衛隊・海上保安官・警察職員

(新型インフルエンザ対策に従事する者)、 停留施設

(宿泊施設 )、 国際航空、空港管理、外航海運

■ 新型インフル
エンザ対策に
関する意思決
定に携わる者

危機管理を含め、状況の変化に応じた適切な
新型インフルエンザ対策を講じるための意思
決定に携わる者。

首相・閣僚等、国・地方自治体の新型インフルエンザ

対策の意思決定に関わる者等

国民の生命・

健康の維持に

関わる業種・

職種

患者・障害者等のため、医療・介護サービス

を確保。
※ 感染拡大につれ、感染症指定医療機関
以外の医療機関も患者を受け入れるように

なるため、その従事者は感染リスクが高い。

感染症指定病院等以外の医療従事者、福祉・介饉従
事者、医薬品・医療機器製造販売

国民の安全・

安心に関わる
業種・職種

国民の不安の増大や治安の悪化が懸念され

るため、国。自治体の基本的機能に加え、治

安維持や報道機関の機能を維持。

国会議員・地方議会議員、警察職員、報道機関、通信
事業、法曹関係者、矯正職員等

I ライフライン維
持に関わる業
種・職種

2か月にも及ぶ流行の波の期間中、国民の最
低限の生活を維持するため、公共サービスを
始めとしたライフラインの維持に関わる事業
者等の機能を維持。

電気・原子力・ガス・石油、熱供給事業、水道関連事
業、郵便、航空.空港、水運、鉄道、道路旅客・貨物運

送、道路管理、倉庫、運輸附帯サービス、食料品・生

活必需品の製造・販売・流通、金融、情報システム、
火葬・埋葬、廃棄物処理、国家・地方公務員(最低限
の生活維持に不可欠な事務事業に携わる者)

※各カテゴリーの人数については、今後の選定の過程で調査を行うものとする



ワクチン接種のスケジユール (イメTジ )

【医療従事者・社会機能の維持に関わる者】

カテゴリー I:感染拡大防止・被害の最小イヒに資する業種・職種

カテゴリー I:国民の生命・健康・安全・安心に関わる業種・職種

カテゴリーⅢ:国民の最低限の生活の維持に関わる業種・職種

1 新型インフルエンザ パンデミックワクチン |

供給開始

0医学的ハイリスク者

0成人。若年者

0小児
O高齢者

〔急責Tぽ鷲戦聾鯉素〕

の発生

嘩生而
()~

臨床研究を踏ま
|

え、どこまで接種
|

するか検討  :

ユ   |
カテゴリー■
(?)

【発生後】

力TErリー
II

カテゴリー 1

(参考1)プレバンデミックワクチンとバンデミックワクチンの違い

プレパンデミックワクチン バンデミックワクチン

特長 ○新型インフルエンザ発生前に、鳥インフルエンザ

ウイルス(H5Nl)を用いて製造

0実際に発生した新型インフルエン

ザのウイルスの株を使つて製造

効 果 ○実際に発生する新型インフルエンザに対する効果

は、未知。 安全性の確認も必要

※20年度、安全性・有効性について臨床研究を実施

○発症予防、重症化防止の効果が

期待

(留意事項)接種の効果が生じるまで、3～5週間

造

蓄

製

備
〇鶏卵を使用して製造

〇現在、ウイルスの変異に備え、複数の株で2,000

万人分備蓄

(18年度)1000万人分 (ベトナム株・インドネシア株 )

(19年度)1000万人分 (中国・安徽株 )

(20年度)1000万人分 (中国・青海株)備蓄予定

○鶏卵を使用して製造

O発生後に製造開始。 国民全員

分のワクチンを製造するのに1年

半程度かかる

※ 細胞培養技術等により、半年以

内に製造できるよう、研究を推進

種

象

接

対
0医療従事者、社会機能維持に関わる者に接種

0新型インフルエンザ発生前に接種することを検討

※臨床研究の結果を踏まえ、将来的には、希望する

全ての者に対し、事前接種をすることも検討

O全ての国民(希望者)に接種

0誰から接種するのか、順次検討を

進める

8

プレバンデミック

ワクチンの先行接種



(参考2) ワクテン接碑o準め方I三関す角
(衆)厚生労働委員会 感染症法等改正案附帯決議 (平成20年4月 23日 )

ニ プレバンデミックヮクチンについては、その有効性や安全性を研究するとともに医療関係者等優
先機種対象者への優先順位や格種体制 接ヽ種時期等の機種の在り方について、早急に検討すること。

また、これらの者以外であつて接種を希望する者に対する接種について、ワクチンの安全性や接種体
制の確保等を踏まえ、検討を行うこと。プレバンデミックワクチンの備蓄については、必要な量の確保に

努めること。なお、副作用被害については、医薬品副作用被害救済制度の活用を周知すること。

(参 )厚生労働委員会 感染症法等改正案附帯決議 (平成2“

“

月24日 )

二、プレバンデミックワクチンについては、その有効性や安全性を研究するとともに戻感田係者等優牛

機種対象者への優先順位や機種体制 接ヽ種時期等の機種の在り方について、早急に検討すること。ま
た、これらの者以外であって接種を希望するすべての者に対する接種について、ワクチンの安全性や

接種体制の確保等を踏まえ、検討を行うこと。プレバンデミックワクチンの備蓄について、財政措置を含
め必要な量の確保に努めること。なお、副作用被害については、医薬品副作用被害救済制度の活用を
周知すること。

・ 塀壽異雰桑整卍

``甦

犠毒璃駆認員閣纂募
プロジエクトチーム「鳥由来新型インフリレエン

(4)プレバンデミックワクチン及びバンデミックワクチン接種対象者及び接種順位等
0国は¨バンデミックワクチン、プレバンデミックワクチンの機種対象者 (医療従事者及び社会機能の維

また、ワクチンに関す
る流通・接種体制の整備を行う。
O全国民が接種の対象となるバンデミックワクチンの接種順位については、医療従事者や社会機能の

維持に関わる者のほか、感染率が高い地域の住民や、現段階で新型インフルエンザが重症化する可
能性が高いと想定される若年者を優先して機種することを基本として検討する。



新型インフルエンザワクチン接種の

進め方について

(第 1次案)

※ 本案は、政府として明らかにする第 1次案であり、今後、国民

的議論を経て決定していくものである。

平成 20年 9月 18日

新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザ

に関する関係省庁対策会議

新型インフルエンザワクチン接種の進め方について (第 1次案)

(1)新型インフルエンザとは

O 新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきたウイルスとは表面の抗原性

が全く異なる新型のウイルスが出現することにより、およそ 10年から40年の周

期で発生する。ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を持つていないため、

世界的な大流行 (バ ンデミック)と なり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影

響をもたらす。

O 新型インフルエンザのパンデミックが発生した場合の被害については、「新型
インフルエンザ対策行動計画」(新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関

する関係省庁対策会議)等では、次のとおり想定されている。

・ バンデミックの状態になった場合、全人口の 25%が罹患し、医療機関を受診

する患者は約 1,300～ 2.500万 人、入院患者数は約 53～ 200万 人、死亡者は約

17～ 64万人と推計される。

・ 新型インフルエンザは、2か月程度流行した後、小康状態になるというサイ

クルを概ね 1～ 2年間繰り返すことが予想され、その場合、何ら策を講 じなけ

れば、国民の多くが欠動し、公共サービスや社会機能の維持に関する事業が 2

か月程度機能停止することにより、最低限の国民生活の維持でさえ困難となる

.お 免獣釜[量矢 40%程度になる可能性もあり、政府や民間事業者の活動が縮

小・中断するおそれがある。

(2)新型インフルエンザ対策の基本戦略 一ワクチン機種の位置付け―

O 新型インフルエンザはまだ発生していないことから、対策の有効性についても

不確定要素が大きく、一つの対策に偏重して準備を行うことは、大きなリスクを

再「渥曇あ婚婁Z慇彗奮:｀ふ量£た組み馨鷲517飛

`ζ

スタ言χκ理露を基翼
することが適当である。

O 対策の大きな目標は、「感染拡大を可能な限り阻止し、健康被害を最4)限 にと

どめること」及び「社会・経済を破綻に至らせないこと」であり、具体的には、

9ぃ倉[I[illE][li:封              霧鰐電す
することにより、感染拡大の速度をできる限り抑制する

といった方策を講じた上で、

③ 医療資源を総動員して診療に当たり、抗インフルエンザウイルス薬を効果的

に投与する、



④ また、プレバンデミックワクチンを緊急に医療従事者等に接種するとともに、

パンデミックワクチンの開発、製造を急ぎ、希望する全国民への接種につなげ

ていく。

このように、新型インフルエンザ対策は、各種対策を組み合わせた総合的な

戦略として実施されることとなり、ワクチンの接種もその一部として位置付け

ることが必要である。

(3)新型インフルエンザワタチンについて

O 厚生労働省では、プレバンデミックワクチンの備蓄を進めるとともに、パン

デミックワクチンの製造体制の強化を行つている。
バンデミックワクチンは実際に発生したウイルスの株を使つて製造するワク

チンであり、効果が明らかであるため、全国民分を確保することとなるが、新

型インフルエンザが発生した後でないと製造を開始することができない。

O 一方、プレバンデミックワクチンは、新型インフルエンザの発生前に、新型

インフルエンザに変異する可能性が高いと考えられている、鳥インフルエンザ

ウイルス (H5Nl)の株を使って製造・備蓄しているものである。ただし、

ウイルスは変異を続けているため、新型インフルエンザに対する実際の効果に

は、未知の部分がある。現在、約2,000万人分を備蓄しているが、更にこれを

増やしていくことを検討している。

(4)ワクチンの接種順位の検討の必要性

0 ワクチン接種の順位については、国会や与党の議論において、次のとおり指摘

されている。

◇ (衆)厚生労働委員会 感染症法等改正案附帯決議 (平成20年 4月 23日 )

ニ プレバンデミックワクチンについては、その有効性や安全性を研究すると

ともに医療関係者等優先接種対象者への優先順位や接種体制、接種時期等の

接種の在り方について、早急に検討すること。また、これらの者以外であつ

て接種を希望する者に対する接種について、ワクチンの安全性や接種体制の

確保等を踏まえ、検討を行うこと。プレバンデミックワクチンの備蓄につい

ては、必要な量の確保に努めること。なお、冨1作用被害については、医薬品

副作用被害救済制度の活用を周知すること。

◇ (参)厚生労働委員会 感染症法等改正案附帯決議 (平成20年 4月 24日 )

二、プレバンデミラクワクチンについては、その有効性や安全性を研究すると

ともに医療関係者等優先機種対象者への優先順位や接種体制、接種時期等の

接種の在り方について、早急に検討すること。また、これらの者以外であつ

て接種を希望するすべての者に対する接種について、ワクチンの安全性や接

種体制の確保等を踏まえ、検討を行うこと。プレバンデミックワクチンの備

蓄について、財政措置を含め必要な量の確保に努めること。なお、冨1作用被

害については、医薬品副作用被害救済制度の活用を周知すること。

◇ 与党鳥由来新型インフルエンザ対策に関するプロジェクトチーム「鳥出来新
型インフルエンザ対策の推進について」(平成 20年 6月 20日 )

(4)プ レバンデミックワクチン及びパンデミックワクチン接種対象者及び接種
順位等

0回は…バンデミックワクチン、プレバンデミックワクチンの接種対象者 (医

療従事者及び社会機能の維持に関わる者、接種を希望する者等)や接種順位

及び接種方法について、透明性、公平性等に配慮するとともに、国民的議論

も踏まえながら、速やかに検討し、明確化・具体化する。また、ワクチンに

関する流通・接種体制の整備を行う。

O全国民が接種の対象となるパンデミックワクチンの接種順位については、

医療従事者や社会機能の維持に関わる者のほか、感染率が高い地域の住民や、

現段階で新型インフルエンザが重症化する可能性が高いと想定される若年

者を優先して接種することを基本として検討する。

O 検討に当たっては、まず、健康被害を最小限にとどめ、社会・経済の機能を破

綻させないという観点が求められる。その際、新型インフルエンザの感染リスク
がある中で社会的使命や職責を果たすことが求められる者に対しては、プレパン

デミックワクチンやバンデミックワクチンの接種を先行的に行うという配慮が

必要である。

O 具体的には、

① まず、新型インフルエンザ発生前においても、プレバンデミックワクチンの

接種対象とすべき者を決めることが必要である。

② 次に、発生後においては、まずはプレバンデミックワクチンを接種すること

となる。プレバンデミックワクチンは、現時点において既に一定量が備蓄され

ていることから、製斉1化後、対象者に対して速やかに接種することが可能と考

えられるが、接種が円滑に行われるよう、接種対象者の範囲等を含め接種の進

め方を定めておくことが必要である。

③ さらに、バンデミックワクチンの接種の順位についても、今後、国民的な議

論を経て決定する必要がある。

O その際、全ての国民は個人として平等にその権利を尊重され、各々の生命の

価値が全て等しいことは言うまでもなく、これらのワクチン接種に順位を付け

ることについては議論がありうる。

O このように、ワクチンの接種に関しては、医学面、社会・経済面、倫理面な

ど様々な観点からの考え方があり、また、広く国民全般に影響を及ぼすもので

あることから、全ての国民が満足し得る結論に達することは容易ではない。

しかしながら、ワクチン接種の順位を決めておかなければ、実際に新型イン

フルエンザが発生した時に大きな社会的混乱を招くことが予想される。このた

め、倫理面も含め、様々な観点に配慮しつつ、検討することが必要である。

O プレバンデミックワクチン接種の対象となる業種・職種については、既に厚生
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参照】

O また、当該業種・職種の機能を継続するために必要な物資やサービスを提供す

るサプライチエーン (一連の取引業者)を構成する業種・職種についても、対象

とすることが必要である。他方、ここで示す業種・職種に属している者すべてが

接種対象になるというわけではなく、当該業種・職種の従事者の中でも、上記の

目的に資する業務や職務に携わつている者に限られる。

O 接種順位の検討に当たつては、これらの業種・職種について、職務遂行によ

る感染リスクの大きさ、国民の生命や安全の確保との直接的な関連の程度等が

考慮されることになるが、具体的には、次に挙げるカテゴリー Iか らIllの順番

で接種を行うこととする (図 1参照)。

テゴリー ::新型インフルエンザ発生時に即時に第一線で対応する業種・

① 感染拡大防止・被害の最小化に資する業種・職種

【選定理由】
・ 新型インフルエンザ発生時、直ちに感染拡大防止のため、検査や入院治療

に当たる医療機関や水際対策・地域封じ込め対策などに関わる業種・職種

については、その機能が低下しないようにする必要がある。

・ 特にこれらの従事者は、感業者・発症者と接触し、暴露・感染するリスク

が極めて高いことからも、早期に接種を行う必要がある。
。 また、新型インフルエンザは、まず海外で発生することが想定されるため、

在外邦人が帰国時に利用する輸送機関を含め、国際的に人や物を運ぶ業

種・職種についても、暴露・感染のリスクが高く、早期に接種を行う必要

がある。

【対象となる業種・職種】
・ 医療従事者 (感染症指定医療機関の職員、発熱外来等の職員)

・ 保健所職員
・ 救急隊員、消防職員 (新型インフルエンザ対策に携わる者)

。 在外公館職員
・ C10関係職員 (検疫所職員、入国管理局職員、税関職員)

・ 警察職員 (新型インフルエンザ対策に携わる者)

・ 停留施設従事者
・ 自衛隊員、海上保安庁職員 (新型インフルエンザ対策に携わる者)

・ 航空事業者 (国際線関係)

・ 空港管理者及び空港機能維持者 (検疫集約実施空港)

・ 水運業者 (水運業 (外航海運業)、 海運代理店業 (外航海運)、 水先業)

(注)対象となる業種・職種の機能を維持するために必要な運送事業、警備

業、情報システム関連事業等に従事する者を含む。

テゴリーコ :国民 る

② 新型インフルエンザ対策に関する意思決定に関わる者

【選定理由】
・ 新型インフルエンザ対策が効果をあげるためには、ワクチン接種にとどま

らず、社会機能の維持等に関わる幅広い分野において各種対策を総合的に

実施していく必要があり、また、状況の変化に応じて適切な対策を講じる

必要があり、これらの意思決定を行う者の機能の維持は重要である。この

ため、新型インフルエンザ対策に関する意思決定に関わる業種・職種の機

能が低下しないよう、できる限り早期にワクチンの接種を行う必要がある。

【対象となる業種・職種】
・ 国・地方自治体の意思決定に関わる者 (首相・閣僚等、関係省庁の対策

本部要員、自治体の長その他危機管理上の意思決定に関わる者)

(注 )対象となる業種・職種の機能を維持するために必要な運送事業、警備

業、情報システム関連事業等に従事する者を含む。

③ 国民の生命・健康の維持に関わる業種・職種

【選定理由】
・ 新型インフルエンザ以外であつても、様々な傷病・障害により生命や健康

の危険に晒される者を守るため、医療・介護サービスについては、通常ど

おり提供されることが必要である。
・ また、新型インフルエンザが拡大すると、感染症指定医療機関等以外の医

療機関においても、患者を受け入れることとなり、これらに従事する者は

感染リスクが高くなる。

【対象となる業種・職種】
・ 医療従事者 (カ テゴリー I以外の医療機関の職員)

・ 福祉・介護従事者 (入所施設職員、在宅介護サービス従事者)

・ 医薬品関連業者、医療機器関連業者

(注)対象となる業種・職種の機能を維持するために必要な運送事業、警備

業、情報システム関連事業等に従事する者を含む。

④ 国民の安全・安心の確保に関わる業種 '職種

【選定理由】
・ 新型インフルエンザの発生時には、情報の氾濫による国民の不安の増大や

治安の悪化等が懸念される。
・ 国民の安全・安心を確保するため、国・自治体の基本的機能 (法律、予算

等)に加え、治安維持や随時に適切な情報提供を行う事業者の機能を維持

することが必要である。

【対象となる業種・職種】
・ 消防職員 (新型インフルエンザ対策に携わる者以外)

・ 警察職員 (新型インフルエンザ対策に携わる者以外)
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。 自衛隊員 (新型インフルエンザ対策に携わる者以外)

・ 海上保安庁職員 (新型インフルエンザ対策に携わる者以外)

。海事関係職員
・ 港湾管理者 (検疫集約実施港)

。国会議員、地方議会議員

・ 報道機関職員
・ 通信事業者
・ 矯正職員
・ 更生保護官署職員
・ 法曹関係者

(注)対象となる業種・職種の機能を維持するために必要な運送事業、警備

業、情報システム関連事業等に従事する者を含む。

テゴリーIII:国 民の最低限あ生活の鉾¨
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要である。

【対象となる業種・職種】

・ 電気事業者
。原子力事業者

・ 水道関連事業者
・ ガス事業者

・ 熱供給事業者
・ 石油事業者

・ 航空事業者 (国内線関係)

・ 空港管理者 (検疫集約実施空港以外)

・ 港湾管理者 (検疫集約実施港以外)

・ 鉄道事業者
・ 道路旅客・貨物運送業者

・ 運輸に附帯するサービス業 (港湾運送業等)

・ 道路管理者
・ 倉庫業者
・ 水運業者 (水運業 (内 航海運業)、 海運代理店業 (内 航海運))

・ 食料品・生活必需品の販売・流通関係者

・ 食料品製造業者

・ 生活必需品・衛生用品関連業者

・ 金融事業者

・ 情報システム関連事業者

・ 郵便事業者
・ 火葬・埋葬業者
・ 廃棄物処理業者

・ 国家公務員 。地方公務員 (最低限の国民生活維持に携わる者 )

(注 1)対象となる業種・職種の機能を維持するために必要な運送事業、警

備業、情報システム関連事業等に従事する者を含む。

(注 2)食料品・生活必需品等の製造事業者については、国民の生命や健康

を維持するため、バンデミック時であつても最低限確保すべきと考えら

れる次の品目の製造を行つている者に限る。

【食料品】
。米 (玄米、精米)

・小麦製品 (小麦粉、乾バン、バン、乾めん (う どん、パスタ等)、

即席めん)

・育児用調整粉手L

・缶詰
・レトル ト食品
・冷凍食品

【生活必需品等】
・石けん
・洗剤 (衣類用、食器用)

・ トイレットペー′く―

・ ごみ用ビニール袋

・紙おむつ

・マスク



図¬ ワクチンの先行的な接種の対象となる業種・職種の考え方

しかしながら、未だ発生しておらず、感染性や重篤性が確定していない新型イ
ンフルエンザに対して、プレパンデミックワクチンを接種することについては、

慎重に検討する必要がある。また、実際に発生したウイルスを基にしたワクチン
ではないことから、どの程度の有効性が期待できるかは未知の部分があり、世界
的にまだプレバンデミックワクチンの事前接種は実施されていない。

O 一方で、プレバンデミックワクチンを接種した後、効果が現れることが期待さ

れるまでには一定の期間 (約 3～5週間)が必要となる。ワクチンは、通常 2～ 3

週間の間隔を空けて2回接種し、2回 目の接種後 1～ 2週間後に有効性の指標の 1

つである抗体価が上昇し始めるとされる。このため、例えば、アジア諸国で新型

インフルエンザが発生した場合、すぐにも感染者の入国があり得ることから、発
生してから医療従事者や水際対策関係者にワクチンを接種したのでは間に合わ
ないおそれがある。

O  したがつて、平成 20年度に臨床研究を実施し、その結果、安全性や免疫原

性 (免疫持続性、交差免疫性、ブースター効果)等について一定の効果が認め

られる場合には、医療従事者等に対して、新型インフルエンザの発生前に、先

行的にプレバンデミックワクチンを接種することを検討する。

(注 )① 免疫持続性 :ワ クチンの有効性の指標の 1つ である中和抗体価の上

昇が持続されている期間

② 交差免疫性 :変異したウイルスに対する効果

③ ブースター効果 :ワ クチン接種により免疫を付けた後、再度ワクチ

ン接種することで、より強い免疫形成が獲得されること

O 具体的には、仮に、平成 20年度の臨床研究の結果を検討の上、十分な安全性
や免疫原性が確認され、平成21年度に医療従事者等に対する事前接種の実施が

決定されることとなつた場合は、「カテゴリー I:感染拡大防止・被害の最小化

に資する業種・職種」から接種を開始する。

(希望する者に対する事前接種の検討)

0 また、臨床研究を段階的に実施した上で、将来的には希望する全ての者に対し、

事前接種を行うことについても検討を行う。これらの事前接種に当たつては、ワ

クチンの副反応の危険性について、十分に情報提供することが必要である。

(3)新型インフルエンザ発生後のプレバンデミックワクチンの接種

(医療従事者等へのプレパンデミックワクチンの先行的な接種)

0 新型インフルエンザが発生すれば、感染リスクは現実のものとなる。このた

め、上記カテゴリー I～Ⅲの順に接種を進める。なお、プレバンデミックワク

チンの備蓄は、一定量が既になされていることから、対象者に対し製斉1後速や

かに接種することが可能である。

O この場合、ワクチンの有用性は副反応のリスクと発生・重症化防止に関する有

効性の比較衡量によつて判断されるものであることから、実際に発生したインフ

新型インフルエンザ ワクチンの先行的な接種の対象

※各カテゴリーの人数については、今後の選定の過程で調査を行うものとする。

イク)薪型インフルエンザ薬牛前のプレパンデミックワクチンの接種

(医療従事者等への事前接種の検討)

O 一般的に、ワクチンの接種には重篤な副反応が発生するリスクが常に伴う。そ

のため、ワクチン接種は、重篤な副反応が発生するリスクがあつても、それを上

回る有効性が期待される場合にのみ実施される。実際に新型インフルエンザが発

生した時には、これに罹患し重症化するリスクが高まることから、ワクチン接種

の有効性が相対的に高まる。



ルエンザウイルスの重篤性等を評価した上で、Iか らIIIまでのどこまでを先行的

な接種の対象とするか、最終的な判断を行う必要がある。

O なお、現在のインフルエンザワクチンの発症予防効果は、コ年以上は持続し

ないと言われているため、プレパンデミックワクチンを事前接種した医療従事

蘇 腱 踊 般 輩 a電 戯 棚 繰 彿雛 i55L露 賜 鮒 継

が認められれば、接種される量や回数が減少する可能性がある。

(4ヽ 新型インフルエンザ発生後のパンデミックワクチンの控重

(医療従事者等へのパンデミックワクチンの先行的な接種)

O パンデミックワクチンの接種対象者は全国民であるが、研究開発を進めてい

る細胞培養技術等が確立したとしても、バンデミックワクチンの供給には一定

の時間を要することから、医療従事者等に対して先行的に接種することとせざ

,隼『お壇為建堪あぶ墨だふIスこ

`系

亀勇ζダ:諺馨た性:釜こう〕共多子
ミックワクチンを接種している医療従事者等は、パンデミックワクチンの接種

対象から外れる場合がある。

(医療従事者等以外へのパンデミックワクチンの先行的な接種)

o 上記のような医療従事者等への先行的な接種に次いで、感染により重症化又

は死亡するリスクの高い集団等に対して先行的に接種を行うことについても、

す訂重33雀雷ぜ斃魯箸[量ホ品た季電1まξ墓貰昇営層配讐手管卜T義ふこ
の将来の担い手を守ることに重点を置くという考え方もある。その他、地域ご

との発生状況に応じて接種順位を検討することも考えられる。

°
ttξ 3す世鐸ぴダ」選迄1略

=IRキ=コ

環野卍見摯鶏
整理は次のとおりであるが、具体的には、今後、国民的な議論を踏まえて決定

する必要がある。

【重症化又は死亡を可能な限り抑えることに重点を置く場合】

・ 新型インフルエンザによる重症化し又は死亡する者を可能な限り抑えること

に重点を置く場合、次の順番となる。

<成人・若年者に重症化が多いタイプの新型インフルエンザの場合>
①医学的ハイリスク者、②成人・若年者、③小児、④高齢者

<高齢者に重症化が多いタイプの新型インフルエンザの場合>
①医学的ハイリスク者、②高齢者、③小児、④成人・若年者

【我が国の将来を守ることに重点を置く場合】

・ 我が国の将来の担い手を守ることに重点を置く場合、次の順番となる。

く成人・若年者に重症化が多いタイプの新型イジフルエンザの場合>
①小児、②医学的ハイリスク者、③成人・若年者、④高齢者

<高齢者に重症化が多いタイプの新型インフルエンザの場合>
①小児、②医学的ハイリスク者、③高齢者、④成人・若年者

O なお、新型インフルエンザの罹患により重症化する者が成人・若年者に多い

のか、高齢者に多いのかは、ウイルスの性質によつて異なる。これは新型イン

フルエンザの発生後でなければ分からないため、現時点では、発生後速やかに

,新型インフルエンザの罹患により重症化する可能性が高い年齢層等を特定する

方法を検討することが必要となる。

図2 ワクチン接種計画のイメージ

【医療従事者。社会機渤 維持に関わる者】

カテゴリーI:感染拡大防止・被害の最 J｀イ

`こ

資する業種・職種

カテゴリーⅡ:国 民の生命・健康・安全。安心に関わる業種・職種

カテゴリーIll:国民の最低限の生活の維lllこ 関わる業種・職種
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【別紙 1】

カテゴリー I:新型インフル平ンザ発生時に即時に第一線で対応する業種・職種

①感染拡大防止・被害の最小化に資する業種・職種

業種・職種 業種小分類 定 義 選定理由 順位案

口医療従事者 青院、一般診療所購員
O新型インフルエンザ患者に接触して治療に当たる可能性の高い医療従事者 (感染
症指定医療機関の従事者。新型インフル発生時に発熱外来に従事する医療従事者 )

※バックヤード及び外部委託業者の職員を含む (食事、清掃、鹿棄物処理等)

コ民の生命・健康維持のために必要。主に新型インフルエンザ罹患者
D生命・健康維持のための業務に従事し、患者と接触し感染するリスク
ド極めて高い。

口保健所職員 呆健所務員 Э側建所、地方衛生研究所等で、ワクチン開発・接種等に関わる業務に従事する者 フクチン僣種、地域封じ込め等を実施するために必要。

口救急隊員
消防職員

女急隊員、消防職員
Э教急業務に従事する者、消防業務に携わる者のうち救急業務に携わる可能性があ
る者

女急患者の生命維持.及び国民の生命を守るために必要。

コ在外公館織
負

在外公館職員 Э在外公館に勤務する者(現地スタッフを含む)
者外国との連絡調整が必要。また感業者に接触し、感染するリスクが高
ヽ
^在外部人の根癖及び在外部人保霊のために必要.

I

口C10関 連職
員

メQ関連職員 (税 関/入国
自理局/検疫所職員)

Э税関ノ入国管理局/検療所に従事する者 =外
邦人の退避及び保護等のために必要。

多染者に機触し、感染するリスクが高い。

口警察職員 曽察議員 Э停冒施設における警戒等、新型インフルエンザ対策にあたる可能性のある警察職員
事留施設における警戒等による感楽rA大肪上を通して国民の生命を守
5ために必要。

口停留施設従
事者

亭留施設 (宿 泊施設)従事
昔

Э停留施設の管理に当たる旅館業関係者等 事留施設の適切な管理のために必要。

口自衛隊員 ヨ衛隊員
Э在外部人の退避、国内物資輸送、医療等、新型インフルエンザ対策にあたる可能性
つある自衛隊員 =外

部人の退避、国内物資輸送、医療等を通して被害の最小化を図

'、

国民の生命を守るために必要。

口海上保安F
蔵員 毎上保安庁職員 Э水際対策等の新型インフルエンザ対策にあたる可能性のある海上保安庁職員 菫染拡大防止を通して国民の生命を守るために必要。

口航空事業者
腔 運送事業者 (国際綜関
系)

Э航空機により旅客、貨物を運送する事業者及び航空機の運航支援業務従事者(グラ
ンドハンドリング、保安検査員等を含む)

くンデミック発生初期において、出入国を中心に混乱が予想されるた

'、

業務継続が必要。
F型インフルエンザ発生時は感染リスクが高い。

口空港管理者
雪港管理者及び空港機能
准持者 (検疫集約実施

=を)

Э空港会社、空港事務所、空港警備、旅客・貨物ターミナル事業者、給油会社 虎空運送事業を継続するために必要である。感染のリスクが高い。

口水運業者

К運業(外航海運業等) O水運業(外航海運業)に 従事する者
=外

邦人の退避及び保護等のために必要.感染のリスクが高い。

●航海運代理店業 )海運代理店業務 (外航海運)に携わる者
=外

部人の退避及び保護等のために必要。感染のリスクが高い
`

k先案 O外航船・内航船の水先業務に携わる者
=外

部人の退避及び保護等のために必要。感染のリスクが高い

口 :「新型インフルエンザワクチン接種に関するガイドライン」(平 成19年 3月 )には記載がないが対象として考慮すべき者

カテゴリーI:国民の生命・健康・安全・安心に関わる業種・職種

②新型インフルエンザ対策に関する意思決定に携わる者

月僚等、関係省庁の対策本部要員、自治体の長(都道府県知事、市町村長)

務員・地方公務員のうち、新型インフルエンサ対策に関する意思決定等に携
に応じて適切な対策を謙じるためには、新型インフルエンザ
る意思決定に携わる者が必要

③国民の生命・健康の維持に関わる業種・職種

上記以外の、病院・一般診療所・在宅看護サービス、薬局に従事する全従業者 (医

、看護師、案剤師、その他技師・病院職員等)

′ヽックヤード及び外部委託業者の職員を含む(食事、清掃、廃楽物処理等)

民の生命・健康維持のために必要。
お、新型インフルエンザ発生時には、患者と接触し感染するリスクが

・健康維持のために必要。医師に代わつてワクチン接種を

することについて

スについては、体止するよう要請。(継続の際は感染対策を策定した上で老人福祉・介護事業

サービスについては、休止するよう要請。樅 続の際は感染対策を策定した上で

業務に従事する者。ワクチン及び抗インフルエンザ薬以外の研究

従事者 (契 約している運送事業者等)を 含める

(契約している運送事業者等)を 含める

製造販売.修理、賃貸業務に従事する者

口 :「新型インフルエンザワクチン機種に関するガイドラインJ(平成19年3月 )に は記載がないが対象として考慮すべき者



業種・職種 業種小分類 定 義 遇定理由 IR位 案

■消防購員 肖防職員等 )消 防業務に携わる者のうち、新型インフルエンザ対策に携わる者以外 国民の生命を守るために必要。 ]

1警察職員 ヨ察職員 )警察職員のうち、新型インフルエンザ対策に携わる者以外 吐会の治安を維持し、国民の安全を守るために必要.

1自衛隊員 自衛隊員 )自 衛隊員のうち、新型インフルエンザ対策に携わる者以外 吐会の治安を維持し、国民の安全を守るために必要。

1海 上保安Л
駐員

毎上保安庁職員等
)海上保安庁職員並びに海上防災及び武力攻撃事態等の対処に従事する者のうち、

昴型インフルエンザ対策に携わる者以夕|。
社会の治安を維持し、国民の安全を守るために必要. ■

■海 事 関 係 期
毎事関係職員等 D水運業者の業務継線に不可欠な業務に携わる者 社会の治安を維持し、国民の安全を守るために必要。

コ港湾管理者
箋湾管理者 (検 疫集約実施

墜)

)検疲集約港を管理する者。港湾業務を継続するための関連事業者等 険疫集約港の港湾業務を維持するために必要である。

■国会議員 0国会諸員及び国会運営の関係者 国の基本的機|し (法律、予算の執行等)を行うために必要。
コ会議員公設秘書

コ会事務局職員

耶道府県議会議員
Э地方行政の危機管理上.必要とされる業務に従事する着

自治体の基本的機能 (法律、予算の執行等)を行うために必要。

Π

■地方議会議
,区町村議会議員

Π

■報道機関職
員

女送業 )放送機関において報道・放送業務に従事するもの
政.府や自治体からの情報提供や警報を伝達し、パニックを防ぐために

放送業務を維持することが必要。          ___

読FIn業 等
0全 国の新聞業、通信業に属する者。通信社、インターネット配億業務等を含む

※配連業務を除く
国民への情報提供のために必要。

口通信事業者

電気通信業 0固 定電気通信業、移動電気通信業、デ→ 重送及び船舶電話、空港無線電話に関
国民への情報提供及び在宅でのコミュニケーション促進のために必要 .

電気通信に附帝するサービ
ス業

※新規開発部門を除く

■矯 正職員 者正職員等 Э嬌正施設に従事する者OfI刑 務所に勤務する民間人を含む) 土会の治安を維持し、国民の安全を守るために必要 .

コ更生保護宇
鬱職員

更生保護官署職員、保ヨ
司、更生保護施設職員

)更 生保護官署に従事する者(更生保護施設職員及び保護司を含む) L会 の治安を維持し、国民の安全を守るために必要。

コ法爾関係者

癸察庁従事者 )検察庁に従事する者 i会の治安を維持し、国民の安全を守るために必要。

記半1官等(令 状担当) )裁中l官 等で令状発付に関する事務に従事する者 社会の治安を維持し、国民の安全を守るために必要.

イドライン」(平 成1 るヽ事業者

口 :「新型インフルエンザワクチン接種に関するガイドライン」(平 成19年 0月 )`ミ は記載がないが対象として考慮すべき者

カテゴリーI:国民の生命・健康・安全・安心に関わる業種・職種

④ 国民の安全・安心の確保に関わる業種・職種

カテゴリーIE:国民の最低限の生活の維持に関わる業種・職種

⑤ライフラインの維持に関わる業種・職種(1)

‐3

Ｆ
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) め l

業種・職種 業種小分類 定 義 選定理由 順位案

1電気事業者 電気業、電気事業関係者 平裏蔀雪霧愛誕露]舅議婁童1唇革鷲鑑お事する組び電力供細こ必蒙 曇鰹8騒勝濃鷺鉗1発酔智塁嘲翻続 :購 L

ベルのサービス供給を想定。

El

El原子力事業
者

貢子力事業者、原子力事業
国連者

0原子力関連施設に従事する者、原子力関連施設における業務遂行に必要な関連事

棄鵬 鑑 貯 慕規立地割 載 事する者を除く。      __

最低限の国民生活tt持のために、原子力関連施設の運営に不可欠な

事業者は稼働が必要.

nl

L水道事業者、上水道事業
目連者

Э上水道事業者及び上水道供給に必要な関連事業に従事する者 晨低限の国民生活維持に必要。 ll

日水道関連事 ド水道事業者、下水道事葉
)下水道事業に従事する者 最低限の国民生活維持に必要。

工案月水道事業者、工業用
水道事業関連者

)工葉用水水道事業者及び工業用水道供給に必要な関連挙葉に従事する者 晨低限の国民生活維持に必要。 II

ロガス事業者 ガス事業者.ガスま関連者
限の国民生活維持にガス供給のために不可欠な手粟看 1よ 驀動か

コ黙供給事業 い供給事業者、熱供給事業 会施設等にエネ′じギー供給するために、熱供給のために不可欠な事

■石油事業者

ヨ油緒製業、石油精製業間
)石 油精製業務に従事する者、及び石油精製業務に関連する業務に従事する者

腱低限の国民生活維持のために、石油精製のために不可欠な事業者

石油販売事業者 )石 ,由 販売事業(灯 油販売、ガソリンスタンド等)に 従事する者 石油供給に必要な関連事業者1ま 稼動が必要。

Pガス事業者、LPガス事業 )LPガス販売等に従事する者、LPガス供給に必要な関連事業に従事する者
駐低限の国民生活維持のために、LPガス供給に不可欠な事栞者は秘

E油備蓄事業者 )国家備蓄石油の管理業務に従事する者
1家 備蓄石油の経特・管理を行つ學栗者は24貯口7

日油採掘事業者 (天然ガス

乗掘に携わる者)

D天然ガス採掘に従事する者 都市ガス供給に必要な関連事業者は稼動が必要.

口航空事業者
九空運送事業者 (国 内線関 0航空機により

1日曇惧4貿毘逸書亀雫
業者及び航空機の運送支援業務従事者 (グラ

国民生活維持のため、物資の搬送力ゞ必要.

コ港湾管理者
彗湾管理者 (検 疫条約実施
彗以外)

Э港湾を管理する者。港湾業務を継続するための関連事業者等 国民生活維持のため、物資の搬送力く必要.

)空港会社、空港事務所、空港警備、旅客・貨物ターミナル事業者、給油会社t管 制機

場臓員
国民生活維持のため、物資の搬送が必要。

コ空港管理者 t持者 (検疫集約実施空港

■:「 新型インフルエンザワクチン接種に関するガイドラインJ( れている事業者

口 :「 新型インフルエンザワクチン機種に関するガイドラインJ(平 成19年 3月 )に は記載がないが対象として考慮すべき者



カテゴリーⅢ :国民の最低限の生活の維持に関わる業種・職種

⑤ライフラインの維持に関わる業種・職種(2)

持するために必

口:「 新型インフルエンザワクテン機種に関するガイドライン」(平成19年3月 )に 記載されている事業者

口:r新型インフルエンザワクチン接種に関するガイドライン」(平成19年 3月 )に は記識がないが対象として考慮すべき者

カテゴリーII:国民の最低限の生活の維持に関わる業種・職種

⑤ライフラインの維持に関わる業種・職種(3)

こlll帯 する港湾業務に従事する者

れない水運葉(綱取業、曳舟業等)

道業務において貨物、旅客輸送に従事する者

可欠な移動に′ヽスが必要。限の道路旅客運送 (バ ス等)に従事する者

事する者(バンデミック時の社会機能を維持する業種の物資を搬

上記の道路旅客・貨物運送に関連する事業に従事する者(バスターミナル事業者、
物利用運送事業、運送代理店.こん包葉、運輸施設提供葉等)

びライフライン(物流)維持の観点から必要

・米(玄米、精米)

小麦製品 (4ヽ麦粉、乾バン、パン、乾めん(う どん、パスタ等)、 印席めん)

・育児用調整粉享t

・缶詰

主要な原材料供給者 (商社、と畜場、食肉加工業、米表等集荷業者)

最低限の食料品を確保することが必要。

最低限の生活必需品を確保することが必要 .

下の生活必需品の製造・輸入に従事する者
,ん

松::ぜ軒『当ま℃蔵r″ξお逸樹
=応
じ、製造の継続だけではなく、

など多面的に検討していくこととする。

スク等の製造・販売に従事する者

生活を維持するために必要な卸売市場関係者、最低限確保すべき食
事する食料品卸売業者

を供給するために必要最低限の流通拠点の継続が必要。

べき食料品等φ販売に従事する者

案を 職種 業種小分類 定 義 選定理由 1原位察

コ金融事業者

金融機関等(預金等取扱金
融機関、第一種金融商品取
,1業者等)

)決済、資金の円滑な供給等金融システムの機能の維持のために最低眼必要な業務
二従事する者(取 言1及び決済システム従事者、クレジットカード関連事業者等及び当該

姜務の遂行に必要な金HI機 関等以外の者を含む)

決済が停止したり、資金が円滑に供給されない等により、日々の経済婦
動に大きな支障が生じるほか、システミック・リスクの顕在1ヒ 等により

'が国の金融機能が大混乱をもたらし、かつ国際的な金融システムにも
大打撃を与えるおそれがあるため。

lll

日本銀行
)金融システムの機餃 維持し、最低限の国民生活及び経済活動を維持するために、
1央銀行として必要不可欠な業務に携わる者(当該業務の遂行に必要な日本銀行以
のヽ者を含む)

中央銀行業務が機能を停止した場合、国民生活、経済活動及び内外f
mシステムヘの影響が甚大であるため

果険会社等
D生活を維持するために必要不可欠な保険金等の支払業務に必要な者(当 該業務の

基行に必要な保険会社等以外の者を含む)

L活を維持するために必要不可欠な保険金等が支払われないことによ

,、 国民生活に大きな支障を生じるおそれがあるため。
ロ

女府系中小企業金融機 rrl R基盤雪:5覇抵頴塾i編翻鷲霧織需鷹蜂票従事する政府
桑中小企業金融機関以外の者を含む)

中J ・ヽ零細企業への融資が停上することで経済活動への影響が大きい
ことが予想されるため.

コ情報システ
ム関連事業者

ノフトウエア業

冑報処理・提供サービス葉 業
O気象予報の提供に携わる者 (気象予報許可事業者)

負機能及び国民生活0維持のために必要。

コ郵便事業者 弱便局 Э郵便事業に従事する者
土会機 |しを維持するために内容証明等の郵便物の継続を彿 ことが必

巨.

口国家公務員
地方公務員鶴

口家機関

)国家公務員・地方公務員のうち、最低限の国民生活維持に必要な業務に携わる者
に害時でも国民生活維持のため必要な最小限の業務を継続することが椰道府県機関

活維持に携わ
る者)

ド町村機関
み要。

虫立行政法人等

,火 諄・埋諄管
里葉

k葬・埋葬業 D埋葬専に従事する者 里火葬業務が滞つた場合、衛生上の問題が発生するため。

コ廃棄物処理
臓者

に棄物処理葉
D廃棄物処理に従事する者
K地方公務員を含む。

ごみ処理が滞つた場合、衛生上の問題が発生するため.

口:「新型インフルエンザワクチン機種に関するガイドラインJ(平 成19年3月 )に は記載がないが対象として考慮すべき者

『



【別紙 2】

ワクチン接種の検討スケジュール

電
l誉雪哺鷺言言」撃3肥倉浩重雉 亀藁I``『(ξttξ■

t臨床研

o ヮクチン接種の対象者・順位について、次の理由から早急に検討する。
千新動語驚そ鮮五′じ言う重うザが発生した場合、備蓄しているプレバンデミツク

ワクチンの接種を速やかに開始する必要がある。

・ パンデミックワクチンの製造・接種を開始しても、全ての国民が接種されるま

で一定の期間を要することから、社会的混乱を防ぐため、接種の順位を決めてお

く必要がある。

1翼謂」γJ劣諄 ;季鰤 においても、臨床研究の結果を踏まな 平成 四 年度

から医療従事者等に対して事前接種を行うこととする可能性がある。

【
る「曽

潔雷贅
2舞言魚讐ζ象17L亀昏層握暑辱蟹馨言屈醤墾「2雇事事看『毒ム名

。 を:議1ビτま″f薦雷I翼蟹子f酎響rf磐繁|:なl(1確認する必要があるた
Olili[:][::i:i:[:髪

:1璽I鵞霧ダ磐iや鳳i想を1
蓄することを検討しているところである。

【平成22年度以降】

○ 平成 21年度に事前接種が実施された場合、その機種状況等の結果を踏まえ、平成

22年度以降、医療従事者等への段階的な接種を継続するかどうか、さらに、希望す

る全ての者に事前接種を行うこととするかどうかを検討する。



「新型インフルエンザワクチン接種の進め方について (第 1次案)」 に対するご意見の概要  
帝

日)

「新型インフルエンザワクチン接種の進め方について (第 1次案)Jについて、平成 20年 9月 29日 から平成20年 10月 28日

まで電子政府の総合窓口[e-OoV]へ の掲載を通じてご意見を募集したところ、72件のご意見をいただきました。

ご意見の概要は、以下のとおりです。

該当部分 ご意見の概要

1 はじめに O国民全員分のプレバンデミックワクチンを国が製造・備蓄し、希望者に接種する体制を整備すべき。

希望者が自費で接種する仕組みでもよい。

Oプレパンデミックワクチンの備蓄量を各種類で 1,000万人に限定した理由を明らかにすべき。

O被害想定が甘すぎるのではないか。(国民の25%が罹患するという想定ではなく、全国民が罹患する

ことを想定して計画を策定すべき。欠動率40%の想定は低い。)

Oワクチンの接種目的は「国民の生命を守ること」を第一に考えるべき。

基本的な考え方 0プ レバンデミックワクチンの接種については賛否両論があることから、国民が判断するために、安全

性に関する研究結果等の情報を十分に公開してほしい。

Oプ レバンデミックワクチンの接種対象の選定より、バンデミックワクチンの製造能力の強化に注力す

べき。

Oワクチンの製造能力強化のために、海外メーカーを含めて検討すべき。

Oワクチンの接種順位を検討するより、抗インフルエンザウイルス薬を国民全員分備蓄すべき。(また、

抗インフルエンザウイルス薬を自費で備蓄可能な仕組みにすべき。)

0プ レパンデミックワクテンが無効だつた場合を考慮し、社会機能維持者等への抗インフルエンザウイ

ルス薬の投与を含めた検討をすべき。

Oプ レバンデミックワクチンとバンデミックワクチンの接種順位は分けて検討すべき。

Oヒ トーヒト感染をしていないH5Nlウイルスを元に製造したワクチンの効果は疑間。ワクチンのみにと

らわれず、総括的な対策を推進してほしい。

O医療従事者等に対するワクチンの先行接種によつて、社会機能の維持ができるのか疑間である。

該当部分 ご意見の概要

0社会機能の維持に関わる事業者に該当する職種であつても、ワクチンの接種は企業による強制ではな

く、個人の意思を尊重して欲しい。安全性が確認されていないワクチンの接種はしたくない。

3 先行的なワクチン接種の対象者とその接種順位

〈 )新型インフルエ

ンザワクチンの

陵種順位の考え

方

O 「第 1次案」に示されたカテゴリー及びそのカテゴリーに応じた接種スケジュールに基本的には賛成。

0社会機能の維持に関わる業種・職種に含まれる具体的な対象者を明確にすべき。また、対象者の詳細

(サプライチエーンの業種・職種等)や配布方法等を明確化すべき。

O医療従事者及び社会機能の維持に関わる者の家族も接種対象とすべき。

Oカテゴリー I～Ⅲに加え、若年層をプレバンデミックワクチンの接種対象者とすべき。

O新型インフルエンザのワクチン機種は人体実験に近いものではないか。まず政府関係者から接種すべ

き。

カテゴリー Iの

業種・職種につい

て

<対象とすべき業種・職種> ()内 は「第一次知 でのカテゴリー区分等

O一 般の病院・診療所の医療従事者をカテゴリー 1にすべき (感染症指定医療機関の従事者のみカテゴリー I、

その他の医療従事者はカテゴリーI)。

O感 染予防には口腔内の健康と衛生維持が重要。歯科医師 (カ テゴリーⅡ)を カテゴリー Iにすべき。

O患者と直接接する可能性の高い地方自治体の保健部局職員等をカテゴリー Iにすべき (保健所・地方衛生

研究所等でワクチン開発・接種に関わる従事者のみカテゴリー I)。

O電 気 。水道 `通信事業者等のライフライン事業者を (カ テゴリーm)を カテゴリー Iにすべき。

O 「新型インフルエンザ対策の意思決定者」(カ テゴリーⅡ)を カテゴリー Iにすべき。

O自 営消防隊員をカテゴリー Iにすべき。(消防職員は新型インフルエンザ対策に従事する者はカテゴリーI)

O検 疫集約空港勤務者全員をカテゴリー Iにすべき。(空港勤務者のうち新型インフ′しエンザ対策に従事する者はカ

テゴリーI)

0貨 物自動車運送事業者の一部をカテゴリー Iにすべき。(運送事業者はサプライチェーンとして対象)

O火 葬・埋葬事業者 (カ テゴリーⅢ)をカテゴリー 1にすべき。



~      
‐ご意見の概要

く対象とすべき業種・職種> ()内 は「第一次案」でのカテゴリー区分等

O電気・水道・通信事業者等のライフライン事業者 (カ テゴリーⅢ)を カテゴリー■にすべき。

Oライフラインの維持に関わる事業者全般 (カ テゴリーⅢ)をカテゴリー■にすべき。

R:孟」」[I壁旦電兵輛咆1%雹畠亀層臭勇了馨峯l曹埋第‰剌静生油必需早等の早目を0食料品製造業者及び生活必需品・衛生用品関連葛

追加すべき。

該当部分

カテゴリー■の

業種・職種につい

て

カテゴリー Illの

業種・職種につい

て

社会機能の維持

に関わる者につ

いて

く 現 在 対 象 と な つ て い な い が 、 対 象 とす べ き 栗 檀・ 職 種
'(′

円に
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O家畜防疫事業者をカテゴリー Iに加えるべき。

O葬儀事業者をカテゴリー I、 又はIllに加えるべ

豫しぃと考えられるため、タクシーの従業員をカテゴ
0患者が病院に行く際、タクシーを使用する機会カ

リー Iに加えるべき。

O鉄鋼事業者を追加すべき。「社会・経済機能の破綻の防止に関わる業種・職種」として重要。

O学校は感染リスクが高いため、教員を接種対象者に加えるべき。

O警備業全員を対象とすべき (社会機能の維持に関わる業種に関係する場合にのみ対象としている)。

Oビルメンテナンス事業者を対象とすべき。

O動物と接触する業種 (獣医師、動物看護士、養豚業者)を対象とすべき。

O冬季の発生に備えて、「道路の除雷作業者」をカテゴリーⅢに追加すべき。

o血液事業に関わる者 (採血事業者、血液製斉1の 製造販売業者等)を カテゴリーIllに 追加すべき。

<対象外とすべき業種・職種>
O国会議員・地方議会議員 (カ テゴリーⅡ) を社会機能維持に関わる者として位置付ける必要はない。

プ」;:げ掌ヒックヮクチンの性能についての説明が曖味である。専門家を集めるなどして議論の場を

押 ルエンザの発生前にプレバンデミックワクチンの接種を進めるべ
青。

0′ミンデミックワクテンを短期間に接種する体制を構築すべき。

Oワ クチン接種の具体的なスケジユールや手続きを明示すべき。

Oパンデミックワクチンの機種1贋位は、病原性の相違によつて複数のシナリオが必要ではないか。

0人の移動・接触が密接な都市部を優先して接種すべき。

○ 医療従事者及び社会機能を維持する者以外へのパンデミックワクチンの接種順位について

,日 本社会の継続性のために、子どもと若年層を機種の優先上位にすべき。

・「我が国の将来を守ること」を優先させ、子どもを最優先にすべき。

・ 社会人は新型インフルエンザの流行中も勤務を継続する必要があるため、学校閉鎖等で外出自粛で

きる子供より成人を優先すべき。

・ 妊婦、手L幼児、小児、高齢者及びその家族を優先すべき。

・ 行動制限が難しい精神障がい者に配慮すべき。

が直接全国各地に説明に出向くべき。

Oプ レバンデミックワクチンの接種について、自己判断できるよう、普及啓発をすべき。

O新型インフルエンザ発生時にパニツクにならないよう、国民への備蓄等を呼びかけるべき。

lo一般の職場でタミフルの備蓄を可能に

'る

ようにして欲しい。                _

該当部分

(2)新型インフルエ

ンザ発生前のプ

レバンデミック

ワクチンの接種

(4)新型インフルエ

ンザ発生後のパ

ンデ ミックワク

チ ンの機種につ

い¬C

4 その他



特定接種に関する論点①

1.第1次案の見直しまたはさらに検討すべき点について

(1)第 1次案では、「数か月間機能停止することにより国民生活や社会機能が破綻するおそれがある業種口職種」を
先行的なワクチンの接種の対象として、『医療従事者及び社会機能の維持に関わる者」の業種・職種を列挙した。

また、特措法では、「医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であっ
て厚生労働大臣の登録を受けているもの」を「登録事業者」として、特定接種の対象者とされている。

①第1次案の「医療従事者及び社会機能維持に関わる者」及び特措法の「登録事業者」ともに、「ワクチンを一般国
民に先行して接種する」、という考え方は同一であるため、「第一次案」の検討を基本として登録事業者の議論を
考えてよいか。

②第1次案では、接種の優先順位も含めた形で3つの分類(カテゴリー I、 Ⅱ、■)を示しているが、第1次案のカテ
ゴリーを基本として議論を考えてよいか。

③個別の業種・職種について、見直す点はないか。

(第 1次案のパブリックコメント及び2009年 の新型インフルエンザ (A/Hl Nl)の経験等を踏まえた修正)

※例えば、2009年 の新型インフルエンザ (A/HlNl)の 際は、あらゆる医療機関で新型インフルエンザの患者に対応したが、
感染症指定医療機関とその他の医療機関の医療従事者で違いを設けることは適当か。

※「第1次案」においては「業種・職種の機能を継続するために必要な物資やサービスを提供するサプライチエーンく一連の取引業
者)を構成する業種・職種についても、対象 とすることが必要である。」、「対象となる業種・職種の機能を維持するために必要な運

送事業 警ヽ備業、情報システム関連事業等に従事する者を含む。」とされているが、特定接種対象の業種・職種に関連するサプラ

イチニーンについてはどのように扱うべきか。

特定接種に関する論点②

☆実施体制 (接種主体。ワクチンの流通等)等についてはも厚生労働省の新型インフルエンザ専門

家会議での検討結果を踏まえ、医療・公衆衛生分科会で議論する予定。)

1.第 1次案の見直しまたはさらに検討すべき点について(饉き)

(2)特措法では、登録事業者の業務に従事する者であつて、厚生労働大臣の定める基準に該当する者に対して臨時

に予防接種を行うとされているが、登録事業者の従業員のうち、接種対象になるのはどのような従業員か。

く参考>
第1次案では、「業種・職種に属している者すべてが接種対象になるというわけではなく、当該業種・職種の従事者

の中でも、上記の目的に資する業務や職務に携わつている者に限られる。」としているところ。

2.指定公共機関制度と特定接種対象の登録事業者の関係について

新たに設けられた指定公共機関制度 (特措法第2条第6号)と特定接種の登録事業者の関係についてはど

のようにするか。 (→指定公共機関の議論と併せて議論を行う予定。)

①指定 (地方)公共機関は基本的には登録事業者と考えるべきか (その場合の接種順位の考え方、など)




